
各裁判所における新受事件の状況（平成１０年）
（資料１２）
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○ 地裁・家裁・簡裁への申立件数(民事訴訟・調停・督促)

　　　　　　　　　　　　　　１４６万９０５３件
　（内　訳）
　　・地裁民事訴訟事件　　　　　　１８０，１７７件
　　・簡裁民事訴訟事件　　　　　　３１７，８５４件
　　・地裁調停事件　　　　　　　　　　２，１１９件
　　・簡裁調停事件　　　　　　　　２４６，７０２件
　　・家事調停事件　　　　　　　　１０７，５５９件

　　・督促事件　　　　　　　　　　６１４，６４２件

○ 主要事件の新受の件数・人員数
　　　　　民事・家事関係　　　　２，０２０，２０５件
　　　　　刑事・少年関係　　　　１，４３０，７９１人

○ その他の件数
　　　　　家事相談　　　　　　　　　３４８，２８１件
　　　　　簡裁受付相談(東京地裁管内）約　１６，０００件
　　　　　　　　　　　(大阪地裁管内）約　　４，７００件

（参考）
　　把握している限りでは，法律相談制度の件数は約３３０万件，
　　ＡＤＲの件数は，約３６万件である。

○ 全事件に占める各裁判所別
　　新受件数・人員数の割合
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（参考）
　最高裁判所
　　民事訴訟事件：　　　３，５２１件
　　刑事訴訟事件：　　　１，６４３人
　高等裁判所
　　民事訴訟事件：　　２０，１９２件
　　刑事訴訟事件：　　　５，６７０人


